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金
曜
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（
当
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が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
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目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

号 外

平成 16 年

4 月 6 日（火曜日）

一

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規
　
　
則

と
畜
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
生
活
衛
生
課
）

一

香
川
中
央
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

と
畜
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
五
十
二
号

と
畜
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

と
畜
場
法
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
香
川
県
規
則
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
表
中
「
香
川
県
農
業
協
同
組
合
四
国
大
川
支
部
畜
産
セ
ン
タ
ー
」
を
「
香
川
県
農
業
協
同

組
合
大
川
畜
産
振
興
セ
ン
タ
ー
大
川
畜
産
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
中
央
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部

の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
六
日
　

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　

香
川
県
規
則
第
五
十
三
号

香
川
中
央
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

香
川
中
央
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成

十
六
年
香
川
県
条
例
第
二
十
六
号
）
中
第
三
条
、
第
八
条
及
び
第
二
十
条
の
改
正
規
定
の
施
行
期
日
は
、

平
成
十
六
年
四
月
七
日
と
す
る
。

規

則



平
成
十
六
年
四
月
六
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
四
月
六
日

（
号
外
）

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

二


